
2018 年 7 月 6 日 

 

西日本シティ銀行・福岡県信用保証協会共同保証付私募債受託について 

 

当社の子会社である西日本シティ銀行（頭取 谷川 浩道）は、本日、「西日本シティ銀行・福岡県

信用保証協会共同保証付私募債受託について」を公表しましたので、お知らせします。 

詳細は、別紙をご参照ください。 

以 上 

 



2018年 7月 6日

西日本シティ銀行・福岡県信用保証協会共同保証付私募債受託について 

西日本シティ銀行（頭取 谷川 浩道）は、2018 年 7 月 6 日に株式会社 NEO（代表取締役    

吉本 真助）が発行する当行・福岡県信用保証協会共同保証付私募債の引受けを行いましたので、

お知らせします。 

記 

【私募債受託の内容】 

銘 柄 
株式会社 NEO 第 1回無担保社債

（当行・福岡県信用保証協会共同保証付）

発行額 200百万円

期 間 2年

発行日 2018年 7月 6日

【発行企業の概要】 

会社名 株式会社 NEO 代表取締役 吉本 真助
所在地 福岡県直方市大字感田 2433番地 1 

業 種 再生エネルギー環境関連事業

設 立 2009年 9月

特 長

 当社は、太陽光発電所の建設及び販売を主軸とし、バイオマス発電建設

事業など、再生エネルギー環境関連事業を行う企業です。

 また、当社は、主力事業以外に、通信工事業・配管工事業、戸建・アパー

ト・マンションの設計・施工・販売業のほか、食品関連事業も行っており、

事業領域は多岐にわたります。

 当社は、「関わる全ての人に、"ありがとう"と言ってもらえる企業を目指

す。」を経営理念に掲げ、あらゆるお客さまのニーズにこたえる活動に取り

組んでいます。

※私募債発行会社は、長期の資金調達が可能となり、社内外に対して財務内容の健全性等を 

アピールできるメリットがあります。 

以 上 

本件に関するお問い合わせ先

法人ソリューション部 伊藤(宏)・西口 TEL 092-476-2741


